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（事務局案の要約）

・ 「２１世紀新農政２００６」においては、国内農業の体質強化の観点から食料
供給コスト縮減に取り組むこととされていることから、国産農産物を原料とする食
品産業の供給コストを中心に検証。

・ 国産農産物の重要な供給先である食品産業は、食の安全等の消費者ニーズ、
輸入食品との競合や食品環境対策上の課題に対応しつつ、厳しい競争にさらさ
れながら、コスト縮減に向けた取組を継続的に行っているところ。

・ このような中、原材料供給の不安定性や中小零細な産業構造等という食品産
業の特質に着目しつつ、
①食と農の連携強化や企業の農業参入等による国産原料調達等の効率化
②再編合理化やＩＴ化等による経営基盤の強化
③食品環境対策に対応した効率的な取組の推進
を通じて食品産業のコスト縮減に向けた生産性の向上等を図る。



資料：総務省他９府省庁「産業連関表」（平成12年）を基に農林水産省が試算

注１ ：ラウンドの関係で計が一致しないことがある。

注２：円グラフの経費等には利潤（又は損失）が含まれる。

注３：生鮮農産物等（国内生産）及び原料食料（国内生産）には集出荷経費も含まれる。

Ⅰ 加工食品の製造・流通段階、外食段階におけるコスト縮減の基本的考え方

１ 加工食品及び外食の産業連関表上の位置付け

・ 飲食費の最終消費額は約８０兆円（平成１２年）であるが、そのうち加工食品が約５割、外食が約３割。
・ 現行の「食料供給コスト縮減アクションプラン」（平成１８年９月公表、以下「アクションプラン」という。）で示された生鮮（加工
用原料を含む）段階における取組に加え、今回新たに加工食品の製造・流通段階、外食段階における取組についても検証
を行う。

１

今回新たに検証する範囲

食用農産物等食用農産物等

貨物運賃

436(3%)
単位：10億円

食料以外の資材

2,416(11%)

7,783

511

1,370

2,919

1,180

1,517

345

660
1,426

生鮮品等生鮮品等
15兆790億円

加工食品加工食品
41兆4,660億円

外食外食
23兆7,120億円

最終製品の輸入最終製品の輸入

最終製品の輸入最終製品の輸入

外食向け外食向け

１次加工品の輸入１次加工品の輸入

加工向け加工向け

直接消費向け直接消費向け
小売経費

卸売経費

生鮮農産物等生鮮農産物等

（国内生産）（国内生産）

小売経費

飲食費の最終消費額飲食費の最終消費額
8080兆兆2,5702,570億円（億円（100%)100%)

(18.8%)

(29.5%)

(51.7%)

生鮮農産物等
（輸入）

7,783(52%)

3,080(20%)

2,409(16%)

1,370(9%)

貨物運賃

卸売経費

外食産業の
販売経費

9,939(43%)

1,591(7%)

4, 483(20%)

686(3%)

3,498(15%)

注：「海外での飲食等」(808)を除いてある。

生鮮品の輸入生鮮品の輸入

3兆2,100億円

国内生産国内生産

12兆1,290億円

原料食料原料食料
（国内生産）（国内生産）

原料食料
（輸入）

290(1%)

原料食料原料食料
（国内生産）（国内生産）

原料食料
（輸入）

卸売経費

小売経費

食品工業の加工経費

10,558(26%)

7,392(18%)

8,666(21%)

4,708(11%)

3,955(10%)

4,765(11%)

1,422(3%)
貨物運賃

食料以外の資材

昨年９月に検証した範囲



２ 「食料供給コスト」の検証についての基本的考え方

・ 「２１世紀新農政２００６」においては、国内農業の体質強化の観点から食料供給コスト縮減に取り組むこととされていること
から、国産農産物を原料とする供給コストを中心に検証。
・ 加工食品の製造・流通段階、外食段階の検証に当たっては、①食品産業が個々の民間企業の自由な経済活動を基本とし
ていること、②参入規制等がほとんどない中で、厳しい競争にさらされながら自らコスト縮減に取り組んでいること、③食の安
全確保への対応やリサイクル等環境的制約が存在していることと等に留意。

検証するコストの範囲
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現行のアクションプランで
当面の措置を検証済み 今回新たに検証する範囲

Ⅱ．国内農業の体質強化
２．食料供給コスト縮減に向けた強力な取組
生産と流通の両面におけるコスト縮減に向
けた取組を、上記１．の取組を強力に進め
つつ、聖域を設けず強力に推進する。特に、
農協の経済事業については、信用事業及び
共済事業に比べて改革の遅れが目立って
おり、全農改革を進めるとともに、低廉な農
業生産資材の供給と効率利用の推進、物流
コストの削減等、改革の徹底を図る。このた
め、民間の経験、有識者の知見を活かした
コスト縮減委員会（仮称）を開催する。委員
会の活用にあたっては、PDCA（Plan, Do, 
Check, Action）の仕組みを導入し、委員会
の知見を反映する形で確実に改革を進める。

21世紀新農政 2006（抄）
平成１８年４月４日
食料・農業・農村政策

推進本部決定

目標：食料供給コストを５年で２割縮減
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② 代表品目から見た価格構造

・ 加工食品に係る食料供給コストの縮減について、
① 生産者にとっては、加工用輸入原料に対する競争力強化（現行のアクションプランにおいて当面の取組を措置済み）
② 食品産業にとっては、輸入加工品に対する競争力強化
③ 消費者にとっては、最終的には、小売価格の低下あるいは付加価値の高い商品の提供
等の効果が期待。
・ 食品産業は、加工食品の供給元として、国民への食料の安定供給上重要な役割を有しており、食品産業におけるコスト
縮減に向けた生産性の向上等は、生産段階における競争力強化と相まって進むことにより、「国内農業の体質強化」に寄与。

３ 加工食品に係る食料供給コスト縮減の効果

（例）加工食品のコスト縮減の効果
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③ 食品産業における我が国の消費特性への対応

・ 我が国の消費特性は、 ①健康・安全への強い関心（賞味期限等により安全性を判断）、②経済性（低価格）志向、③高付

加価値化、④女性の社会進出や単身世帯の増加等を背景とした食の簡便化志向と食の外部化という傾向。

（％）

４

Ⅱ 食品産業を取り巻く状況とコスト縮減に向けた取組

資料：（財）外食産業総合調査研究センター調べ
注：外食率・・・食料消費支出に占める外食の割合
食の外部化率・・・外食率に惣菜・調理食品の支出割合を加えたもの
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資料：農林漁業金融公庫「食生活や食育に関するアンケート 調査」（H16）

○ 消費者の食に関する志向調査（複数回答）
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○ 消費者が食品を購入する際の安全性の判断方法（複数回答）

資料：農林漁業金融公庫「食品の表示に関するアンケート調査」（H14）
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0 .2%
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日付表示が最も新しい食品を選ぶようにしている

日付表示を確認するが、日付が過ぎていなければ特に気にしない

日付表示を確認せずに食品を購入している

・ 賞味期限については、その趣旨に則り適正に実施されるべきもの。
・ 消費者は「日付が最も新しい食品」を選択する傾向があり、賞味期限への理解をより一層深める必要。
・ 食品小売業においては、賞味期限が近づいた食品の値引き販売など廃棄抑制のための取組が行われているが、メーカー
への返品や賞味期限前の廃棄等の実態もある。また、期限表示の誤記等を原因とした食品事業者による自主回収が増え
ているとの調査もある。

資料：内閣府「平成14年度国民生活モニター調査（５月実施）」

○ 食品の日付表示による購買動向

○ 消費者が食品を食べずに捨てる要因（H17.8～17.9調査)

５

○ 販売期限（※）切れ食品に係る食料品小売業の行動(H17.12～18.１調査)

販売期限が切れた食品の一部は、
・ メーカーに引き取ってもらう
・ 飼料として利用
・ 従業員等に提供

資料：兵庫県消費者団体連絡協議会「販売食品の廃棄・リサイクルについてのアンケート」

① 販売期限が切れた食品の処理方法

② 販売期限が切れた食品の廃棄抑制に向けた取組

注：調査対象は兵庫県内に店舗をおく食料品小売事業者（回収数：85票）

※ 「販売期限」は、賞味期限とは別にメーカーや小売業等が設定するもので、
賞味期限と一致するものや賞味期限よりも短い期限のものがある。

注：各都道府県の国民生活モニター2,300名のうち有効回答数2,249名

○ 食品自主回収の実施件数

資料：独立行政法人農林水産消費技術センター
「食品事故・自主回収情報に関する調査報告書」

注１：実施件数は、新聞や食品事業者ホームページ等で公表された情報を収集
したものであり、自主回収を行った全件数ではない。また、１７年度の調査期
間は、４月から１２月の９ヶ月間である。

注２：自主回収の原因は、「期限表示」、「品質不良」、「アレルギー表示」、「異物混
入」、「容器包装」等

平成１５年度 １６年度 １７年度

159 225 249
うち期限表示関連 16 41 64
（全体に占める割合） (10.1%) (18.2%) (25.7%)

自主回収件数（全体）

※ 賞味期限の定義
定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保
持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限
を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

ほとんどをごみとして

廃棄している店舗

92.9%

7 .1%

ごみとして

廃棄していない店舗

注：「ほとんどをごみとして廃棄している店舗」うち、
１００％廃棄が７２％、５０％以上廃棄が１８％、
その他が１０％となっている。

資料：兵庫県消費者団体連絡協議会「食品の廃棄についての消費者行動等アンケート」
注：調査対象は兵庫県内在住の消費者（回収数：2,585票）



・ 食品リサイクルについては、法施行後（平成１３年）、食品産業全体の再生利用等実施率は上昇傾向にあるが、小売業、
外食産業では比較的実施率が低い。容器包装リサイクルについては、市町村における分別収集が適正に取り組まれてきて
おり、プラスチック製容器包装の再商品化費用負担が増加。

○ 食品循環資源の再生利用等実施率の推移

（単位:百万円）

○ 容器包装リサイクル法の再商品化費用負担総額（プラスチック製容器包装）

資料：財団法人日本容器包装リサイクル協会（指定法人）調べ
（参考）指定法人の市町村からの引取量（平成12年度：67千ｔ→平成17年度：529千ｔ）

42,294

35,198

29,046

21,550

14,486

6,526

17

16

15

14

13

H12

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」により算出

○ 世帯員構成別にみた食品ロス率

資料：農林水産省「食品ロス統計調査」（平成１７年度）
注 １：｢高齢者がいない｣は、65歳以上の者がいない世帯、｢高齢者がいる｣は、65歳以上の者がいる
世帯とした。
２：（ ）は、調査客体数(世帯数)を示している。

単位：％
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高 齢 者 がい な い (438) 3.7 2.5 1.8 0.7 1.1

高 齢 者 が い る (200) 4.3 3.1 2.2 1.0 1.2
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２ リサイクル等環境的制約への対応



○ 製造コスト縮減に向けた取組（１位回答）

資料：食品製造業に対するアンケート調査（農林水産省総合食料局）
約2,000社を対象に郵送調査し552社から回答（回答率：約28％）

７

・ 食品製造業にアンケート調査を行ったところ、６０９社から回答（回答率：約３０％）。うち大企業（資本金３億円以上）は
１２％。

・ コスト縮減に向けた取組は、「原材料調達コストの削減」（３割）、「工場稼働率の向上」（２割弱）、「設備等の更新による効
率化」、「人件費の削減」、「ロス率の低減」（１割程度）。このうち、「原材料調達コストの削減」に向けた具体的な取組として、
「仕入先の絞込み」、「直接相対取引の強化」、「契約取引の強化」、「仕入れロットの大型化」。
・ コストの増加要因としては、「リサイクル等の環境対策」、「食品表示の対応」、「トレーサビリティの導入」。

３ 食品製造業に対するアンケート調査結果

工場の再編整備

23社, 4%
原材料や製品在庫

の減少 24社, 4%

低収益品目の撤退

34社, 6%

ロス率の低減

55社, 9%

人件費の削減

65社, 11%

設備等の更新に

よる効率化

　68社, 13%

工場稼働率の向上

105社, 18%

原材料の調達

コストの削減

 182社, 31%

他社との連携

13社, 2%

水道光熱費削減

 9社, 2%

特になし

9社, 2%

その他

4社, 1%
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その他
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○ 原材料調達コスト削減に向けた取組（１位回答）

133

77

61

29

206

44

0 50 100 150 200 250

リサイクル等の環境対策

食品表示の対応
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その他
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○ コストの増加要因となる取組（１位回答）



流通流通 経費経費

加工製造経費加工製造経費

原材料費原材料費

卸卸売売経費経費

【行っている取組】 【課題】

IT化等を通じた物流効率化による流通コストの縮減

製造工場の再編整備、設備の近代化、食品ロスの抑制等による製造販売経費縮減
及び生産性の向上

安定的な原料調達、共同購入等による効率化

川上から川下まで一貫
した取組によるコスト
縮減

品質等に関する消費
者ニーズや、環境対
策等への効率的な
対応によるコスト増
の抑制【行っている取組】

【課題】

【行っている取組】

【課題】

・ 昨年１１月～本年２月にかけて食品企業等約３０社に対し、ヒアリングを実施。
・ 食品製造業では国際需給の逼迫による原料価格の上昇、消費者の低価格志向に対応する中で、生産性の向上や産地と
の連携等を実施。課題として、産地との連携と市場調達を組み合わせた原料の安定的調達等。
・ 流通関係では、物流効率化のため、配送センターの整備等の取組を実施。課題として、効率的な受発注のための流通シ
ステムの標準化、通い容器の普及等。
・ 消費者ニーズ、環境対策等への対応に関しては、消費者ニーズへの情報提供、食品廃棄物の再生利用等の取組を実施。

・配送センターの整備〔食品小売業者〕
・情報システムへの投資により、需給情
報の的確な把握〔有機食品販売業者〕
・需給予測、受注、在庫、配送に関する
データの管理〔外食業者〕

・配送センターの仕組みを多くの業種で
活用できないか〔食品製造業者〕
・異業種提携による共同配送〔惣菜宅配
業者〕
・効率的な受発注や商品管理に必要な流
通システムの標準化〔食材卸業者〕
・日本全国での物流ネットワークを進めら
れないか〔惣菜宅配業者〕
・通い容器の普及〔食品小売業者〕
・電子タグの規格統一と普及〔食材卸業
者〕
・道交法の対応〔食品製造・卸業者〕

・労働集約
・製造工場の再編整備
・設備の近代化
・相手先ブランドによる委託製造（ＯＥＭ）
・食品ロスの抑制

〔以上、食品製造業者〕

・農家との直接契約〔食品製造業者等〕
・量的な面での市場からの安定調達〔食
品製造業者等〕
・産地サポートセンターを経営し、農家の
洗浄・選別・梱包の手間を肩代わり〔野菜
卸業者〕
・スーパーと提携し、共同仕入れ等〔惣菜
宅配業者〕

・産地との直接提携と市場からの調達
をうまく組み合わせる必要〔惣菜宅配
業者〕
・農業の後継者が減っているので将来
的な原料調達に不安。企業として農業
参入したい。〔青果物販売・野菜カット
業者〕
・農協との提携（川下のニーズに対応
するため農協等との緊密な連携）〔野
菜卸業者〕
・規格外品の活用〔食品製造業者等〕

・POSの導入については、
小売のPOSシステムはア
イテム数が多いため卸で
分析している。〔学識経験
者〕
・企業間での製品管理等
のシステムの統一化〔コン
ビニベンダー〕

・消費者ニーズや環境対
策等への対応に伴うコス
ト増が負担〔食品製造・卸
業者等〕
・製造業とユーザー・消費
者間の安全への意識の
ギャップは大きい。〔食品
製造業者〕
・特別栽培農産物等消費
者の求める原材料の安定
調達〔食品製造業者〕
・環境に対する経費負担
への理解〔有機食品販売
業者〕

・消費者への品質等に係
る情報提供の充実〔食品
製造業者〕
・食品廃棄物の再生利用
等の効率的な取組〔野菜
卸業者等〕
・新調理システムの導入
による食品ロスの抑制〔外
食業者〕
・ＰＯＳシステムの改良に
よる店舗内オペレーション
の効率化等〔外食業者〕

・サプライチェーンの構築
（企業間の情報共有化に
よる消費者ニーズに即応
した商品の供給体制の強
化や在庫管理の適正化
等）〔大手食品卸等〕

・景気回復下での労働力不足〔コンビ
ニベンダー〕
・中小企業のコスト縮減の努力はギリ
ギリであり系列化や受託製造以外の
方向が見出せない〔食品製造業者〕
・選別工程の機械化〔野菜卸業者〕

４ 食品企業に対するヒアリング結果
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＜加工食品＞

加工代加工代

小売小売経費経費

人件費、運賃 等

卸卸売売経費経費

包装資材費包装資材費

原材料費原材料費

工場経費工場経費

運賃、広告費 等

人件費、燃料
代、修繕費等

人件費、運賃 等

＜外食＞

販売経費販売経費

原材料費原材料費
（食材費）（食材費）

食料以外食料以外
の資材の資材

光熱動力
費、食器類、
広告等

人件費、設備
投資費用等

卸卸売売経費経費

卸卸売売経費経費

(1)安定的な原料調達、共同購入等による効率化
・安定的な原料調達（農業等と連携した食品産業が核となり、新たな食品を
安定販売する食料産業クラスターの形成、加工業務用野菜に関する生産者
と食品産業事業者のマッチングイベントの開催、食品産業の農業参入等）

・共同購入等スケールメリットの活用（業界における共同購買・配送・保管
等の共同化、ダンボール等の資材購入）

・規格外品の利用

生鮮段階（加工原料用を含む）における食料供給コスト
縮減アクションプラン（H18.9策定）の着実な推進
・低価格資材の供給や効率利用等による生産コストの縮減

・経営規模拡大、技術開発等による生産コストの縮減

・卸売市場改革や物流効率化等による流通コストの縮減

・品質や形状等に関する消費者ニーズ等への効率的な対応によるコ
スト縮減

・農協の経済事業改革の推進による生産コスト及び流通コストの縮減

(2)製造工場の再編合理化、設備の近代化、食品ロスの抑
制等による製造販売経費縮減及び生産性の向上
・製造工場の再編整備（業界の合理化に資する計画的な製造販売コスト縮
減等に向けた取組）

・設備の近代化（食品産業向け融資による施設の更新・改良・新設等に係る
長期低利融資等）

・技術開発・導入（IT化、競争的資金等を活用した技術開発、省エネルギー
設備の導入等）

・情報化を通じた企業間連携による取引の効率化（EDIの標準化）

・生協、量販店等相手先ブランドによる委託製造（OEM）、製造工程一
括請負

・労働力不足への対応及び高い技術力を有する人材の活用（団塊世代
の活用等）

・食品ロスの抑制（需要に応じた在庫管理、食品廃棄物の有効利用等）

・外食店舗のオペレーションの見直し（調理工程の効率化、注文システム
の効率化、メニューの体系の見直し等）

(3)IT化等を通じた物流効率化による流通コストの縮減
・物流の効率化（通い容器の標準化、電子タグ等IT技術の活用、インター
チェンジ近隣等への物流拠点の再編やフルライン化、三温度帯一括配送や
配送の共同化等）

・情報化を通じた企業間連携による取引の効率化（EDIの標準化、商品
情報データベースの共通化等）

(5)品質等に関す
る消費者ニーズ
や、環境対策等
への効率的な
対応によるコス
ト増の抑制
・食品産業の事業活
動に関する消費者
とのコミュニケー
ションの充実

・消費者への品質等
に係る情報提供の
充実

・食品廃棄物の再生
利用等の効率的な
取組（食品リサイク
ルシステムの構築
等）

・容器包装等資材の
軽量化、薄肉化

(4)川上から川下
まで一貫した取
組によるコスト
縮減
・食料産業クラスター
の形成等による食
農連携の構築

・サプライチェーンの
構築（企業間の情
報共有化による消
費者ニーズに即応
した商品の供給体
制の強化や在庫管
理の適正化等）

Ⅲ コスト縮減の取組と今後の方向
加工食品の供給コストの構成と食品産業が行っているコスト縮減に向けた取組との関係（総括表）
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（１）安定的な原料調達、共同購入等による効率化

食品産業と農業の連携強化や食品企業の農業参入等を推進することにより、安定的な原料調達や産地との直接取引等
を行ったり、複数の企業による原材料の仕入れ、配送等の共同化を進め、原料農産物の生産・流通を効率化。

民間企業等による産地サポートセンターの設置
や無選別（畑買い）等の取組例

産 地産産 地地

産地サポートセンター産地サポートセンター産地サポートセンター

加工センター加工加工センターセンター

【取組内容】
①生産者の出荷調整作業（洗浄・選別・
包装等）を肩代わりする産地サポート
センターの設置
②規格外品も含めた買取をし、小売
向け・加工向けに分荷
③カット野菜等の需要の高まりに対応した
加工センターを整備 等

食
品
製
造
・
販
売
業
者

食
品
製
造
・
販
売
業
者

食品小売業者食品小売業者食品小売業者

中食・外食・給食業者中食・外食・給食業者中食・外食・給食業者

食農連携を通じた原料農産物の一括買入食農連携を通じた原料農産物の一括買入食農連携を通じた原料農産物の一括買入

食品の共同仕入によるコスト縮減食品の共同仕入によるコスト縮減食品の共同仕入によるコスト縮減

安定的な原料調達安定的な原料調達安定的な原料調達

外食事業者による農業参入例

参入市町村：Ｃ県Ｓ市
参入企業：外食事業者
営農作目：有機露地野菜

・農業従事者の高齢化
・担い手不足
・それに伴う農地の遊休化 等

地域（Ｃ県Ｓ市）の状況

農業参入 子会社

外食事業者

１００％出資

化学肥料・農薬を使わない資源循環型農業による
有機露地野菜の生産を実践

≪ 効 果 ≫
・安定的な食材の調達
・資源循環機能を活かした持続農業の拡大 等
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○ 現状（平成１７年）
・ 店舗数：１００店舗
・ 食材：野菜、豚肉、水産物等約４０品目

産地
（全国）

共同仕入
業者
（株）K社

配送センター
各店舗商社経由

・契約栽培
・商社が価格交渉

平均的な規模の店舗で１００万円／年、
食材費ベースで約１５％のコスト縮減

○ 目標（平成１９年度）
・ 店舗数：５００店
・ 共同仕入：割り箸、容器等

中小外食事業者による食材の共同仕入・配送の取組例

○ 現状（平成１７年）
・ 店舗数：１００店舗
・ 食材：野菜、豚肉、水産物等約４０品目

産地
（全国）

共同仕入
業者
（株）K社

配送センター
各店舗各店舗商社経由

・契約栽培
・商社が価格交渉

平均的な規模の店舗で１００万円／年、
食材費ベースで約１５％のコスト縮減

○ 目標（平成１９年度）
・ 店舗数：５００店
・ 共同仕入：割り箸、容器等

中小外食事業者による食材の共同仕入・配送の取組例



（２）製造工場の再編整備等による生産性の向上

食品企業間の連携による効率化食品企業間の連携による効率化食品企業間の連携による効率化

食品製造業においては、製造工場の再編整備やＩＴ化を含む設備の近代化を行ったり、資本提携や委託製造、取引システ
ムの標準化等による企業間連携を進め、製造販売経費の縮減や生産性を向上。需要に応じた在庫管理や食品廃棄物の有
効利用等により、食品ロスやリサイクルコストの増嵩を抑制。

農林漁業金融公庫による融資事例

【牛乳・乳製品製造業】

Ａ工場

Ｂ工場

Ｃ工場

牛乳ライン、大型充填機、
包装設備等の増設など

設備の近代化により、売上高が２割増、販売管
理費２割強削減

廃
止

工場の集約化

製造工場の再編整備等製造工場の再編整備等製造工場の再編整備等
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自社工場製品の
販売エリア

委託製造工場
の製品も含めた
販売エリア

民間企業による委託製造の取組例

洋生菓子製造企業
（本社：東京）

各地に展開するチェーンストアの受注に対応するため、同業他社に製造を
委託することで鮮度の良い製品を効率的に配送することが可能。自社ブラ
ンドの全国展開が図られるとともに、受託企業にとって開発費・広告宣伝費
等の削減が可能。

：自社工場

：消費地（例）

：他社工場

：委託製造

【効果】
販売拡大に伴い販売管理費等の
コストは増加したが、それを上回る
売上高の増加により生産性が向上



（３）物流効率化による流通コストの縮減

食品流通業においては、電子タグ等ＩＴ技術の活用や通い容器の標準化を行ったり、配送の共同化等の企業間連携を進
めることにより、物流を効率化。

【従来の物流】

共同配送事業を行うＡ社は、複数の食品メーカーの商品を物流センターで
預かり、食品卸売業者へ配送。

【Ａ社による共同配送】

民間企業による共同配送の取組例

メーカー１ メーカー２ メーカー３

卸売業１ 卸売業２ 卸売業３

メーカー１ メーカー２ メーカー３

卸売業１ 卸売業２ 卸売業３

共同物流センター

【課 題】
○ 配送ルートが多く輸送コストが大きく、
荷受け側の負担も大きい。
○ 個別の食品メーカーでは、休日の
発注・配送は困難
○ 卸売業者の発注がメーカーの希望
ロットでの発注・配送とは限らない。
（多品目少ロット）

【システムの特徴】
○ 納品リードタイムの短縮、未着遅延
防止
○ ３１２日（週６日）の入出荷・配送体制
の実現
○ 鮮度管理と日付逆転出荷防止の
システム化
○ 専用Ｗｅｂサイトによる情報提供
○ オンラインパレット枚数管理による
パレットの流出防止
○ 納品書のフォーマット統一化

小ロットの商品を扱う中小食品メーカーにとってメリットが大きく、
中には、物流コストが最大で２０％縮減できた例もある。

共同配送等企業間連携の取組共同配送等企業間連携の取組共同配送等企業間連携の取組ＩＴ化等を通じた物流の効率化ＩＴ化等を通じた物流の効率化ＩＴ化等を通じた物流の効率化
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ＩＣタグを活用した効率的な物流の取組例

フルライン物流センター

菓 子

冷凍食品

総 菜

小売店１

小売店２

小売店３

納品時にレンタル
納品時に回収

廃棄段ボールや
トラック台数削減

小売店ごとに
仕分け

人件費等の削減

電子タグ

商品の動きを自動捕捉

空
・ICタグによる個体管理
・クレートの洗浄（洗浄水
の再利用）

空

メーカー



（４）川上から川下に至るサプライチェーン化によるコスト縮減

川上から川下に至る食料供給ルートについて、食農連携の構築を図るとともに、企業間の情報の共有化、効率的な情報
交換の実現を通じて消費者ニーズに即応した商品の供給体制の強化や在庫管理を適正化等。

企業間の情報共有化、効率的な情報交換の実現への取組
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企業間の情報共有化、効率的な情報交換の実現への取組企業間の情報共有化、効率的な情報交換の実現への取組

各企業間で商品や取引に関する情報を低コストで効率的に交換・共有し、最適なサプ
ライチェーンを構築するため、流通情報共有の基盤を整備。

流通情報共有基盤の整備例
「流通システム標準化事業」（経済産業省）

加工食品
加工食品

生鮮品
生鮮品

家 電
家 電

日配品
日配品

書 籍
書 籍

衣 類
衣 類

住関連製品
住関連製品

日用品
日用品

医薬品
医薬品

など

メーカー・卸売業

百貨店
百貨店

総合スーパー
総合スーパー

食品スーパー
食品スーパー

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

ドラッグストア
ドラッグストア

ホームセンター
ホームセンター

家電量販店
家電量販店

書 店
書 店

専門店
専門店

など

小売業

インターネット＆標準化

商品マスター

１対１で

１対１で

１対１で

１対１で

Ｎ対Ｎで

※ ＥＤＩ
Electronic Data Interchange（電子データ交換）。異なる組織間で、取引のためのメッセージ
を通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピュータ（端末を含む）間で交換すること。

複数の食品卸売業者は、共同出資により新会社を設立し、各社の商品情報を
一元的に登録するとともに、参加企業に広くシステム及びデータを提供。

参加卸売業者

各メーカー
データベース

新会社

卸別
固有情報

商品情報管理システム

ＥＤＩ-ＤＰ
（ＥＤＩ-データプール）

業界情報
データベース

メーカー

卸
基幹マスター

食品卸売業者による商品情報共有化例

請求・支払

ＰＯＳ・在庫

受発注

物 流

「Ｎ対Ｎでやりとりする商品情報」と
「１対１でやりとりする受発注等」の
取引情報の標準化等



（５）品質等に関する消費者ニーズや、環境対策等への効率的な対応

健康や安全に対する消費者の強い関心への対応として、食品の品質等に関する消費者への情報提供の充実等を図ると
ともに、環境対策等の社会的要請への対応として食品廃棄物の再生利用の効率的取組等を推進。
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原
料
粉
砕

（２
段
階
の
粉
砕
）

バイオマス取組事例

飲料製品製造過程で排出するコーヒー豆粕・茶粕・廃水汚泥等をメタン発酵、
バイオガス発電し発生蒸気と併せ工場でエネルギー活用

茶粕（７７ｔ/年）

廃水処理汚泥（３，８４０ｔ/年）

コーヒー豆粕（１，９６５ｔ/年）

廃棄物総量：５，８８３ｔ

メタン
発酵

処理残さ：６３７ｔに減容

等

産業廃棄物
処理費用

約３，６００万円節約

ボイラーや電力に活用

資料：バイオマス交付金「バイオマス利活用優良表彰」

メタンガス

食品廃棄物の有効利用食品廃棄物の有効利用食品廃棄物の有効利用

業界団体：
・ 事業の企画運営
・ 収集運搬業者の
集約化
・ 全体調整

従来：店舗毎に収集業者に処理委託
現在：収集業者を少数に集約した上で共同化

地元スーパー
マーケットが参画

Ａ社Ｓ市店

Ｂ社Ｓ市店

Ｃ社Ｓ市店

リサイクル業者

市営ごみ焼却施設

Ｄ社
Ｓ市店

収集運搬業者Ｅ

業者Ｆ

業者Ｇ

業者Ｈ

リサイクル業者
農事組合法人
百姓倶楽部業者Ｅ

業者Ｆ

リサイクルたい肥
を使い組合員が野
菜･米を生産地元スーパー：

「百姓倶楽部」専用ブースを設け販売

外食産業等における食品リサイクルの取組例

食品廃棄物の再生利用の効率的な取組食品廃棄物の再生利用の効率的な取組食品廃棄物の再生利用の効率的な取組



Ⅳ 国による支援の今後の方向

・ 長引いたデフレの影響や輸入食品との競合が激化する中で、食品産業におけるコスト縮減の取組は、企業活動として
日々継続的に実施。近年の食の安全に対する関心の高まりやリサイクル等食品環境対策上の課題への対応などにより
コスト負担が増加する傾向。
・ 行政の主な支援対象としては、 「原材料供給の不安定性を緩和するための国産原料調達等の効率化」、 「中小零細性

等を緩和するための経営基盤の強化」、「食品環境対策に対応した効率的な取組の推進」。「民間でできるものは民間で」
を原則としつつ、最小限必要な政策支援を効率的効果的に実施。

食品産業におけるコスト縮減に向けた継続的な取組

○ 官民一体となったコスト縮減に向けた総合的な取組の考え方

【行政の役割】
以下の観点から、予算措置、金融・税制上の特例措置を中心に食品産業を支援
（１）原材料供給の不安定性を緩和するための国産原料調達等の効率化
→ 食と農の連携強化、共同利用施設、リース方式による農地取得等に対する支援

（２）中小零細性等を緩和するための経営基盤の強化
→ 再編合理化、設備の近代化、ＩＴ化、技術開発・導入等に対する支援

（３）食品環境対策に対応した効率的な取組の推進
→ 食品リサイクルシステムの構築、容器包装廃棄物の排出抑制の促進等に対する支援

必要に応じて支援を活用
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（１）原材料供給の不安定性を緩和するための国産原料調達等の効率化

地域食材を活用した新たな戦略食品を創出する「食料産業クラスター」を形成し、年間
を通じた安定的な販売に結びつける等の発展を目指す。

食料産業クラスター展開事業

食料産業クラスター協議会の体制

ネットワークの形成により食品に関する知識、技術等の集約を目指す

食品製造機械業者

一次加工業者

商社・小売業者

食品流通業者

大学・研究機関
行政機関

関連産業 関連産業

地域

人材バンク
交流会

コーディネーター育成

農業者(ＪＡ等)

食品製造業者
発
展
サ
ポ
ー
ト

技
術
の
提
供 食料産業クラスター

協議会（事務局）

①戦略食品の販路
拡大

②原材料の周年確保

③課題に対応した
関連施策との連携

都道府県の枠を超えて行われる広域的なアグリビジネスの取組について、
新たなビジネスモデルを創出する先駆けとして全国的な視点から支援。

広域連携アグリビジネスモデル支援事業

加工施設
ｽﾄｯｸﾎﾟｲﾝﾄ

生産施設
加工施設

生産施設

直売施設

販
売

消
費
者
ニ
ー
ズ

を
直
接
把
握

農業機械
生産施設

食品産業
流通業

実需サイド

消費者

販
売

消
費
者
ニ
ー
ズ

の
把
握

連携

取引契約等による強固な関係

消費者・実需者ニーズの伝達

出荷

認定
農業者

農業
生産法人

農業者

生産サイド
消費者・実需者ニーズ
に起点をおいた「売れる農畜
産物づくり」

配送

生産者・実需者連携事業

加工・流通拠点整備事業

生産者連携事業

生産者と実需者が連携し、実需者の求める農畜産物
等を安定供給するための加工、流通施設及び土地
基盤等の整備を支援（事業実施主体：生産者サイド）

生産者と実需者が連携し、実需者の求める農畜産物
等を安定供給するための加工施設、ストックポイント
の整備を支援（事業実施主体：実需者サイド）

生産者同士が連携し、高付加価値化した農畜産物
等を生産、販売するための生産、加工、販売施設
等の整備を支援（事業実施主体：生産者サイド）
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農林水産業と連携した食品産業が核となり地域おこしを行う「食料産業クラスター」の形成や、生産者や実需者が共同
施設等を広域整備する取組への支援、食品企業等が円滑に農業参入できるよう農地情報の提供や農地利用の調整等
に関する支援などにより、食品産業の効率的な国産原料調達を推進。

野菜低コスト供給パートナーシップ確立事業
加工・業務用需要に対応できる野菜の低コスト生産・流通体制を確立するため、
生産者・流通業者・実需者の連携の下、有限責任事業組合（ＬＬＰ※）等の枠組
みを活用。

・ 実需者が求める規格・品質に対応した生産技術、
・ 高性能機械の産地間リレー利用、
・ 通いコンテナに対応した集出荷・加工施設の整備
等により、モデル地区において、野菜低コスト供給システムの確立を推進。

○ 出荷期間
（例）：11月～３月
○○ 出荷期間出荷期間
（例）：（例）：1111月～３月月～３月

○ 出荷期間
（例）：７月～10月
○○ 出荷期間出荷期間
（例）：７月～（例）：７月～1010月月

実需者実需者実需者 流通業者流通業者流通業者 ○ 出荷期間
（例）：４月～６月

○○ 出荷期間出荷期間

（例）：４月～６月（例）：４月～６月
産地Ａ産地Ａ産地Ａ

ＬＬＰ＊を設立し、共同で事業実施
産地Ｃ産地Ｃ産地Ｃ

産地Ｂ産地Ｂ産地Ｂ

※ＬＬＰ（有限責任事業組合）：①有限責任制、②内部自治原則、
③構成員課税を特徴とする共同事業組合

○国産野菜を周年的に
安定した数量・価格で
取引

○周年安定供給を行う
産地と安定契約を行う
実需者をコーディネート



（２）中小零細性等を緩和するための経営基盤の強化
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共同事業
再編計画

経営資源
再活用計画

事業
再構築計画

革新設備
導入計画

複数事業者が共同で
事業集約、縮小・廃止

有効活用されていない
経営資源を活用

中核事業への
「選択と集中」

実証一号機設備を中核
とする製造拠点を国内
に整備

税制、金融、商法等の特例措置

過剰供給
構造解消

過剰債務
構造是正

企業の選択
と集中促進

国内空洞化
への対応

産業活力再生特別措置法

中小企業が新たな事業活動を行うビジネスプランを策定（経営革新計画）し、
その経営の向上を図る経営革新への取組を支援。

中小企業が行う経営革新に対する支援

【中小企業新事業活動促進法のうち経営革新支援】

新事業活動に係る
経営革新計画

（新事業活動）
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入 等

税制・金融（※）上の特例措置、経営革新補助金等の支援等

※ 「高度化融資制度」

集団化事業 施設集約化事業 共同施設事業

企業合同事業 チェーン化事業 設備リース事業 等

組合等が行う設備投資等

加工流通関係資金の平成１７年度貸付実績は６１３億円となっており、とりわ
け国内農業と結び付きが強い中小の食品企業の施設整備等に活用。

特定農産加工資金

食品流通改善資金

目 的

輸入に係る事情の著しい変化に対処するため、かん
きつ果汁製造業、トマト加工品製造業等の経営改善
を支援

生産者と製造業者・販売業者が提携して一連の流通
工程を改善し高品質な加工食品の安定供給等を支援

ＨＡＣＣＰ資金
食品の製造工程の管理の高度化のため、ＨＡＣＣＰ
手法の導入を支援

食品産業向け融資による設備の近代化等（農林漁業金融公庫）

【主な融資制度】

複数の中小企業が共同施設や企業の合同化（事業の集約化等）により経営革新を行う取組や、製造工場の再編合理
化、中核事業への「選択と集中」等の取組に対し税制・金融上の支援。競争的資金等の活用による新技術開発への支援
や、ＥＤＩ（※）などＩＴ化の推進。
（※）Electronic Data Interchange（電子データ交換）の略。取引企業同士が商品コード、通信手順などの「共通ルール」に基づいて、取引に関する情報の交換を通信回
線を介して電子的に行うこと。EDI により、従来電話やFAXが主流であった受発注や請求、納品など取引に伴う情報交換・処理業務を効率化・省力化できる。



（３）食品環境対策に対応した効率的な取組の推進
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容器包装リサイクル法制度円滑化推進事業

改正容器包装リサイクル法の定着・浸透を図り、容器包装廃棄物の排出抑制
に係る取組等を促進する。

容器包装廃棄物の排出抑制の促進（レジ袋対策等）

事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設

再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化

プラスチックの再商品化手法の見直し
（サーマルリサイクルの緊急避難的又は補完的な導入）

【主な改正内容】

法制度の定着・浸透
（セミナー開催等）

ただ乗り事業者対策
の強化

消費者啓発展
の開催等

リターナブル容器
の利用推進

容器包装の排出抑制
（パンフレットの作成）

事業の内容

食品循環資源の広域的な一括収集による食品リサイクル・ループの構築や食品循環資源の経済的処理システムづくり、
容器包装廃棄物排出抑制の促進等による環境負荷の低減、コスト増要因の抑制。

（略） 食品廃棄物を排出する食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用を飼料化・肥料化
事業者に依頼し、これらの飼料やたい肥を利用して生産された農畜産物を当該食品関連事業者
が購入・販売するという、安定かつ確実な再生利用が維持・継続できるリサイクル・ループの構
築を進めることが必要である。

食品リサイクル・ループの構築

「食品リサイクル制度の見直しについて」（平成１８年１２月とりまとめ（※））
３（５）広域的・効率的なリサイクルの促進策のあり方

（※）食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員会
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会

食品循環資源経済処理システム実証事業

地域の関係者が抱える課題を克服し、地域における利害調整を経て、排出事
業者（食品関連事業者）、廃棄物処理業者及び地域行政が効果的かつ効率的
な食品リサイクルシステムの構築を目指す。

・経済的かつ確実な食品リサイクルの実践

・共同化による投資等の負担軽減
・顧客ニーズに的確に対応したサービス
・リサイクル製品の都市部における販路の確保

・行政コストの削減
・関係者の相互理解に基づく循環型処理システムの構築

≪食品小売業、外食産業等≫

期待される効果

≪一般廃棄物処理業者≫

≪地域の廃棄物行政≫

モデル地区の選定と経済性実証

実証結果の評価とビジネスモデルの提案



.
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○ 生産額でみた食品産業の地位（平成１６年度）

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

食品産業の役割、最近の動向

１ 食品産業の役割

・ 食品産業（食品製造業、食品流通業及び外食産業）の国内生産額は約８５兆円（平成１６年）で、全産業（９２７兆円）の
約９％。
・ 食品産業は、我が国の飲食費のうち８割を占める加工食品の製造・流通、外食のサービスを提供することを通じ、国民へ
の食料の安定供給や食生活の多様化・高度化に貢献。

① 食品産業の位置付け

○ 食品産業の国内生産額の推移

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

１

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（４％）

食品製造業

36.2兆円

外食産業

20.9兆円

食品関連流通業

28.2兆円

（３％）

食品産業 85.3兆円（９％）

（２％）

・農・漁業
・電気機械製造業
・建設業
・金融保険業等

左記を除く産業全体
842.0兆円

（91％）

20.2
34.3 38.3 36.2

15.2
22.9 20.9

9.3

18.5

30.3
28.2

7.1

0
10

20
30
40
50

60
70
80

90
100

昭和50年度 昭和60年度 平成７年度 平成16年度

（兆円）

食品製造業 外食産業 食品関連流通業



45.5

45.6

33.4

33.4

17.8

17.2

3.8

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

加工食品

外食

そう思う まあまあそう思う あまり思わない 思わない

65.1

65.0

63.3

23.9

27.2

25.6

11.0

7.8

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和60年

平成７年

平成12年

国産農水産物 輸入一次加工品輸入農水産物

（2,919） （1,180）

（3,025）

（511）

（1,110） （509）

（3,416） （1,430） （412）

67.3

67.1

64.2 24.1

22.9

24.2

11.8

9.8

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和60年

平成７年

平成12年

直接消費仕向 食品産業仕向　35.8

加工仕向 外食仕向

（9.5）

（8.9）

（7.8） （2.9） （1.4）

（3.0） (1.3）

(3.4) (1.2)

○ 国産農水産物の用途別仕向割合（※括弧内は仕向額（兆円））

・ 国産農水産物の３分の１強が食品産業仕向けであり、かつ、食品産業が利用する原料の６割強が国産農水産物である等、
食品産業と国内農業は相互に強く関連。また、食品製造業は、伝統的に地域の農林水産業との結びつきが強く、地場産業
としての位置付け。
・ 消費者は、加工食品や外食に国産原料の使用を期待しており、食品産業にとって国内農業との連携は重要な課題。

○ 食品製造業の加工原材料調達割合（国産・輸入）
（※括弧内は調達額（１０億円））

資料：「産業連関表」を基に農林水産省で試算

資料：「産業連関表」を基に農林水産省で試算

② 食品産業と国内農業との関係

○ 加工食品、外食の国産農水産物利用への消費者ニーズ

資料：農林漁業金融公庫「地元農畜資産物への意識や購入に関するアンケート調査」
（平成１６年２月 調査対象：各年代層から無作為に１２５０名を抽出し、回答７９１名
（回答率６３．３％））

〔設問〕加工食品や外食メニューに地元産農畜水産物を使用してほしいか

２



２ 食品産業の構造と最近の動向

（１）加工食品の製造・流通段階

・ 我が国の食品製造業において、中小企業の割合は８割（出荷額ベース）を占めているが、従業員数１００人以上の企業の
割合が緩やかに増加している状況。

① 食品製造業の構造

53,542
54,943

57,48457,652
60,83061,312

64,977 257,968

256,937

257,709
265,134269,520275,612271,341

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成７年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年

事
業
所
数

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

出
荷
額

（
億
円

）

事業所数 出荷額

資料：経済産業省「平成１６年 工業統計表」を基に推計
注１：「茶・コーヒー製造業」は、規模別で集計できないため「食品製造業」から
除いている。
２：「中小企業」は従業員数299人以下、 「大企業」は従業員数300人以上
の事業所としている。

資料：経済産業省「平成１６年 工業統計表」を基に推計
注：食品製造業とは、日本標準産業分類上の「食料品製造業」に「清涼飲料製造業」
及び「茶・コーヒー製造業」を加えたもの

３

○ 食品製造業の事業所数、出荷額の推移

45 .3%

48 .0%

48 .4%

34 .0%

34 .4%

33 .3%

20 .1%

16 .9%

17 .5%

0 .6%

0 .7%

0 .8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１６年

１１年

７年

1～3人 4～99人 100～299人 300人以上

中小企業 大企業

○ 食品製造業の規模別出荷額シェアの推移



121.8

133.5

118.6

109.7

115.7

106.4106.4106.4

100.0

94.094.3
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111.8 105.6
106.5
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輸入数量指数

輸入額指数

輸入価格（CIF）指数

為替　円/米ドル

12年＝100

資料：財務省「貿易月表」より作成

・ 加工食品の輸入動向は、数量ベースでみると直近５年間で２割の増加。
・ 輸入食品との競合が激化する中、国内の食品製造業は、国産志向の消費者ニーズに対応して国内農業との関係を深め
ようとする意識が高まっているが、①原料の周年確保が困難、②内外価格差の存在等から原材料が割高等の課題があり、
食農連携等の取組が必要。

○ 加工食品の輸入数量、輸入額、輸入価格の推移 ○ 国産農産物を利用するメリット・デメリット

4%4%

50%50%

35%35%

50%50%

00 1010 2020 3030 4040 5050 6060

消費者の安全・安心志向に応えられる消費者の安全・安心志向に応えられる

食料自給率食料自給率の向上と国内農業の支援に役立つの向上と国内農業の支援に役立つ

野菜などは鮮度が良く品質が優れている野菜などは鮮度が良く品質が優れている

企業ポリシーとして地場農産物を使用企業ポリシーとして地場農産物を使用

（複数回答）（複数回答）
【メリット】

1%1%

7%7%

26%26%

38%38%
52%52%

00 1010 2020 3030 4040 5050 6060

価格が高い価格が高い

（複数回答）（複数回答）

量的確保が困難量的確保が困難

必要な時に必要量が確保できない必要な時に必要量が確保できない

農協系統扱いが中心で使いづらい農協系統扱いが中心で使いづらい

品質が悪い品質が悪い

【デメリット】

資料：農林水産省総合食料局調べ（平成１６年５月）

② 加工食品の輸入増加

４



・ 近年、食品製造業は、大手食品小売業（チェーンストアやコンビニエンスストア等）と連携して「小売業の専用商品」（プライ
ベートブランド）の開発に取り組む動き。これは食品製造業にとって、広告宣伝費の抑制や売上げ拡大等のメリットがある一
方、自社ブランドへの影響や連携する小売業の業績への連動リスクも伴っており、商品の企画開発力の維持向上が重要。
・ 食品製造業においては、生産・物流面での共同化や事業の多角化等業務提携の動き。他方、食文化の多様性等から各地
域で様々な食品が少量単位で消費されている実態もあり、中小企業が必ずしもスケールメリットの追求を図ることなく、商品
の企画開発や地域ブランドにより競争力を維持する状況も見られるところ。

○ 食品製造業と食品小売業における直取引（例）

メーカー

工場

工場

工場

特定の小売業者
専用物流センター

店舗

店舗

店舗

小 売

物流受託業者

○ 食品の地域ブランド化

（加工食品の代表例）

「加賀みそ」（石川県味噌工業協同組合）
「飛騨ヨーグルト」（飛騨酪農農業協同組合）
「京あられ」（京都米菓工業協同組合）
「紀州みなべの南高梅」（みなべいなみ農業協同組合）
「神埼そうめん」（神埼そうめん協同組合）
「かごしま知覧茶」（南さつま農業協同組合）
「沖縄そば」（沖縄生麺協同組合） 等

資料：特許庁ホームページより作成

③ 食品製造業における最近の対応

地域団体商標化の取組

５

○ 共同化や事業多角化等に向けた業務提携例

【同業種企業２社による資本・業務提携（例）】

子会社

食品事業、
医薬品事業等
事業の多角化
を推進

伝統食品が主力

Ａ 社

Ｂ 社

研究所

Ｂ
社
の
株
式
取
得

Ａ
社
子
会
社
の

株
式
取
得

各社の主力分野を活かしつつ、

知的財産・ノウハウ等の相互供与

共通した原材料の利用等に関する
共同研究

原材料の共同購買や物流の共同化等
によるコスト縮減
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・ 加工食品の流通は、複数の卸売業者の介在や共同倉庫、集配センターの経由等多様なルート。
・ 加工食品卸売業、食品小売業は、事業所及び販売額が減少傾向。

○ 加工食品の主要な流通経路
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※ 商品は直接二次卸売業者に納品されることもある（その場合、一次
卸売業者を経由するのは商流のみ)。

資料：経済産業省「商業統計表」

○ 加工食品卸売業の事業所数、販売額の推移

６

④ 加工食品流通業の構造
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○ 食品小売業の事業所数、販売額の推移

資料：経済産業省「商業統計表」



15.7%

14.9%

16.1%

30.1%

30.2%
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32.4%

34.4%

33.5%

21.9%

20.5%

19.6%
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１６年

１１年

６年

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 １００人以上

・ 加工食品卸売業は、中小の事業所が依然として販売額の８割弱を占めているものの、大規模の事業所の割合が緩やか
に増加。
・ 食品小売業は、食料品スーパーやコンビニエンスストア等の販売額が増加し、食料品専門店の販売額が減少している。

○ 加工食品卸売業の事業所規模別販売額シェアの推移

資料：経済産業省「商業統計表」
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（兆円）

平成１６年

平成１１年

平成６年

○ 食品小売業の業態別年間販売額

資料：経済産業省「商業統計表」より作成
注：「食料品専門店」は取扱商品のうち食料品が９０％以上、「食料品ｽｰﾊﾟｰ」は同７０％
以上、「食料品中心店」は同５０％以上、「総合ｽｰﾊﾟｰ」は衣食住各種商品を小売しそ
のいずれかが小売販売額の１０％以上７０％未満で従業員が５０人以上の小売店

７
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１１年
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○ 食品小売業の事業所規模別販売額シェアの推移

資料：経済産業省「商業統計表」より作成



・ 需要の飽和化等に伴う競争状態が強まる中で、食品流通業は統合再編や総合商社との業務提携が進展。
・ 消費者に直接対面している食品小売業は、多様化・高度化する消費者ニーズに対応し、独自のプライベートブランド商品
の開発や中食の充実、生鮮コンビニ等の新業態の展開に取り組んでいる。
・ こうした中で、食品小売業と加工食品卸売業、メーカーとの垂直的な連携関係の下、ＩＴ技術の導入等による情報の共有化、
「顧客情報」や「需給予測」に基づくタイムリーな品揃え等の在庫機能を持つ専用物流センターの設置といった取組も見られ
るところ。
・ また、加工食品卸売業は、商品の発掘・開発など品揃えに関する「マーチャンダイジング機能（※１）」、棚割提案（※２）な
どの「リテール（小売）サポート機能」を強化。

（※１）消費者の欲求を満足させ、かつ、利益の期待できる売り上げに結び付くように、製品やサービスに関する計画をたてること。
（※２）多種多様な商品を分類・整理し、商品を効果的に組み合わせて、陳列位置を決めること。

⑤ 加工食品流通業における最近の対応

○ 食品卸売業におけるマーチャンダイジング機能（例）

適確な商品を適確な場所へ提供するため、小売店等との販売データをもとに業態別・
カテゴリー別のマーチャンダイジングを実施。

小
売
店
等

メ
ー
カ
ー

メーカー情報
商品情報
ＣＭ情報

商品分析

品揃え
加工食品・冷凍食品・チルド食品
業務用食材・米・酒類・菓子

食品卸売業者
業種別・カテゴリー別
マーチャンダイジング情 報

情 報

商品・棚割
販売促進
企画提案

８

○ 商社を介したトータルサプライチェーン戦略例

食品メーカー
国内農水畜産品卸
海外企業

加工食品卸

＜川上＞ ＜川中＞ ＜川下＞

食品小売
外食

出資による商流
のグリップ強化

海外事業の強化

商社による業態別重点戦略

：モノの流れ ：出資：商流

小売事業の
消費者情報活用

出資による商流
へ関与

トータルサプライチェーンの構築

資料：みずほコーポレート銀行産業調査部「総合商社の食料部門における
中間流通戦略」（2004年３月）を基に作成
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（法人の資本金別割合比率）

○ 外食産業における経営組織別事業所比率等（平成１６年）

（２）外食段階

（経営組織別比率）

資料：(財)外食産業総合調査研究センター発表資料を基に作成

○ 外食産業の市場規模の推移

① 外食産業の構造

22

24

26

28

30

平成7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年

市場規模の推移

24.324.524.6
25.425.9

27.027.4
28.529.128.727.9

単位：兆円

・Ａ社が期間限定
で平日半額販売
・Ｅ社が主力ﾒ
ﾆｭｰを引下げ

・Ａ社が平日半額を実施し、
Ｂ社が追随
・Ｅ社が低価格ﾒﾆｭｰを追加
販売
・Ｃ社が丼物ﾒﾆｭｰ引下げ
・Ｆ社が麺ﾒﾆｭｰ引下げ

・Ｄ社が丼物ﾒﾆｭｰ引下げ
・Ａ社が平日半額を中止し、
通常価格を値下げ

資料：総務省「事業所・企業統計」

・ 外食産業は、個人経営が約８割を占め、また、法人経営においても中小・零細事業者（資本金５千万円以下）の割合が
９９％。

・ 外食の市場規模は、平成１７年で約２４兆円となっており、ピーク時の平成９年と比べ１６％減少。
・ コンビニエンスストア等の中食産業との競合も激化。

９



営業利益

8.5%

人件費

25.6%

賃借料

8.9%

減価償却費

2.9%

光熱水料

3.8%

広告宣伝費

2.2%

その他

11.0%

食材費

37.1%

○ 外食の売上高に占めるコスト構成

資料：日本フードサービス協会「外食産業経営動向調査報告書」（平成１７年３月）

・ 外食産業のコスト構成をみると、「食材費」が約４割弱、「人件費」が約３割弱。
・ 製造業、小売業等他産業と比べ労働集約型の産業。
・ 外食産業においては、接客にあたる従業員の育成確保が重要な課題であるが、景気の回復等により労働者の不足感が
強まる一方、賃金も上昇傾向。
・ 外食事業者においては、個々の企業レベルでの食材のスペックや調達方法の見直し、厨房機器の改善、作業の見直し等
のほか、企業の枠を超えた食材の共同仕入等の取組がみられるが、他方で、人件費等のコスト上昇分を企業努力では吸収
できないとしてメニュー価格を引き上げる例もみられるところ。

○ 売上高に占める給与総額の割合

資料：経済産業省「平成１７年企業活動基本調査報告書」（平成１６年度実績）
注：調査対象は従業員５０人以上かつ資本金３，０００万円以上の企業である。

② 外食産業における最近の対応
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